
皆様の生活する上での不安や疑問を少しでも解消していただく
ための情報紙として、毎週お届けします。
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●「みなみそうまトピックス」から

4月27日発行
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●被災自治体News

●新潟県

18４ 月

２ページをご覧ください。

4月18日、参議院東日本大震災復興特別委員会によ

る福島県視察が行われ、委員の方々が福島ロボットテ

ストフィールドに立ち寄りました。

★次号の浜通り×さんじょうライフは、
５月１２日（木）お届けの予定です。
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令和4年度の市消防団辞令交付式が4月18日、原町生涯学習センターで行われました。

交付式では、昇格、新入団および再入団の代表者が辞令を受けとり、片岡団長が団員を前に

訓示を行いました。

その後、新入消防団員を代表して、貝塚なつみさんが宣誓を行いました。

18
４ 月

4月18日、参議院東日本大震災復興特別委員会による福島県視察が行われ、委員の方々が

福島ロボットテストフィールドに立ち寄りました。

委員の方々は、福島ロボットテストフィールドの試験用トンネルなどを視察され、施設職員

からのドローンなど最新技術に関する説明に耳を傾けました。

その後、委員会を代表して那谷屋(なたにや)委員長から門馬市長へ、3月に発生した福島県

沖地震に対する寄付金の贈呈が行われました。
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南相馬市からのお知らせ

新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金（国民健康保険）の支給に

ついて期間を更新しました 4月25日HP更新

南相馬市国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合または発

熱などの症状があり感染が疑われる場合に、その療養のため労務に服することができなか

った期間（一定の要件を満たした場合に限る）、傷病手当金を支給します。

対象者

次の4つの条件をすべて満たす方

1. 給与の支払いを受けている南相馬市国民健康保険の加入者であること

2. 新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱などの症状があり感染が疑われるこ

とにより、療養のため労務に服することができなくなったこと

3. 3日間連続して仕事を休み、4日目以降にも休んだ日があり、4日目が令和2年1月1日

から令和4年6月30日までの間に属すること

4. 給与などの支払いを受けられないか、一部減額されて支払われていること

支給期間

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服する

ことができない期間

支給額

（直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額）

（就労日数で除した金額）

給与などの全部または一部を受けることができる場合は、支給額が減額されたり支給

されないことがあります。

支給額には上限があります。

適用期間

令和2年1月1日から令和4年6月30日の間で療養のために労務を服することができな

い期間（ただし、入院が継続する場合などは最長1年6カ月まで）

次ページへ続きます

注意
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× 2/3 ×（支給対象となる日数）

注意
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申請方法

申請を希望する場合は、市民課保険年金係（電話 0244-24-5233）まで必ず事前に

電話で問い合わせてください。

新型コロナウイルス感染症に感染した日、または感染の疑いによる療養のために休業

された日の翌日から起算して2年間で時効となりますのでご注意ください。

傷病手当金の申請について（被保険者の方へ）［PDF］

https://www.city.minamisoma.lg.jp/material/files/group/12/20220425_4xoym.pdf

新型コロナウイルスによる傷病手当金に関するQ&A［PDF］

https://www.city.minamisoma.lg.jp/material/files/group/12/20220425_0ni5s.pdf

次ページへ続きます

注意

問い合わせ 市民生活部 市民課 保険年金係 0244-24-5233TEL

新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金（後期高齢者医療保険）の

支給について期間を更新しました 4月25日HP更新

南相馬市国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合または発

熱などの症状があり感染が疑われる場合に、その療養のため労務に服することができなか

った期間（一定の要件を満たした場合に限る）、傷病手当金を支給します。

対象者

次の4つの条件をすべて満たす方

1. 給与の支払いを受けている後期高齢者医療制度に加入していること

2. 新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱などの症状があり感染が疑われるこ

とにより、療養のため労務に服することができなくなったこと

3. 3日間連続して仕事を休み、4日目以降にも休んだ日があり、4日目が令和2年1月1日

から令和4年6月30日までの間に属すること

4. 給与などの支払いを受けられないか、一部減額されて支払われていること

浜通り×さんじょうライフvol.5444

https://www.city.minamisoma.lg.jp/material/files/group/12/20220425_4xoym.pdf
https://www.city.minamisoma.lg.jp/material/files/group/12/20220425_4xoym.pdf
https://www.city.minamisoma.lg.jp/material/files/group/12/20220425_0ni5s.pdf
https://www.city.minamisoma.lg.jp/material/files/group/12/20220425_0ni5s.pdf
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支給期間

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服する

ことができない期間

支給額

（直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額）

（就労日数で除した金額）

給与などの全部または一部を受けることができる場合は、支給額が減額されたり支給

されないことがあります。

支給額には上限があります。

適用期間

令和2年1月1日から福島県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療施行規則に定める

日（令和4年6月30日）までの間で療養のために労務を服することができない期間（ただ

し、入院が継続する場合などは最長1年6カ月まで）

注意

× 2/3 ×（支給対象となる日数）

注意

申請方法

支給を受けるためには、申請が必要となります。申請を希望する場合は、市民課保険年

金係（電話0244-24-5233）まで必ず事前に電話で問い合わせてください。

新型コロナウイルス感染症に感染した日、または感染の疑いによる療養のために休業

された日の翌日から起算して2年間で時効となりますのでご注意ください。

福島県後期高齢者医療広域連合ホームページ

https://www.fukushima-kouiki.jp/?p=1724

注意

問い合わせ 市民生活部 市民課 保険年金係 0244-24-5233TEL

https://www.fukushima-kouiki.jp/?p=1724
https://www.fukushima-kouiki.jp/?p=1724


被災自治体News

津波被災住宅に係る町内住宅再建事業補助金

4月21日HP更新

町では、東日本大震災において津波の被害を受けた地域について、被災した住宅の再建

を支援し町内での定住を推進するために、「町内」で新たに住宅を再建する世帯に対し補

助金を交付しています。

浪江町津波被災住宅に係る町内住宅再建事業補助金のご案内［PDF］

https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/attachment/15982.pdf

対象者

次のすべての要件を満たす世帯

⑴ 平成23年3月11日時点で浪江町に住民登録があった世帯

⑵ 津波により居住する住宅に半壊以上の被害を受けた世帯

⑶ 「町内」に新たに住宅を再建する世帯

申請年度内に引渡しが完了するものに限る。

※ 防災集団移転促進事業、がけ地近接等危険住宅移転事業およびその他町による同様の

住宅補助を受けた世帯を除く。

補助金の種類と金額

次の⑴または⑵のいずれかひとつ

⑴ 現金再建 最大250万円

再建住宅の取得経費から被災者生活再建支援金に係る加算支援金を控除します。

⑵ 借入再建 最大786万円（利子補給）

次の(ア)～(エ)の合計となります。 ※利子の利率は年利8.5%を上限とします。

(ア) 住宅の建設・購入 最大444万円

(イ) 土地の購入 最大206万円

(ウ) 土地の造成 最大 58万円

(エ) 家財道具の移転等 最大 78万円

申請期限 

令和5年3月17日（金） ※必着

注意

注意

次ページへ続きます

浜通り×さんじょうライフvol.5446

浪江町からのお知らせ

https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/attachment/15982.pdf
https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/attachment/15982.pdf
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追加支援策

家財購入補助 定額100万円

※ 別に申請が必要です。

浪江町津波被災住宅に係る町内住宅再建家財購入補助金

https://www.town.namie.fukushima.jp/soshiki/23/30277.html

要綱

浪江町津波被災住宅に係る町内住宅再建事業補助金交付要綱［PDF］

https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/attachment/15974.pdf

様式

●申請するとき

交付申請書（様式第1号）［PDF］

https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/attachment/15975.pdf

事業計画書（様式第2号）［PDF］

https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/attachment/15976.pdf

●事業内容を変更（中止）するとき

事業内容変更（中止）承認申請書（様式第4号）［PDF］

https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/attachment/15984.pdf

●事業が完了したとき

実績報告書（様式第6号）［PDF］

https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/attachment/15978.pdf

事業実績書（様式第7号）［PDF］

https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/attachment/15979.pdf

次ページへ続きます

家財購入補助については、浜通り×
さんじょうライフ4/21号にも掲載
しています。
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https://www.town.namie.fukushima.jp/soshiki/23/30277.html
https://www.town.namie.fukushima.jp/soshiki/23/30277.html
https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/attachment/15974.pdf
https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/attachment/15974.pdf
https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/attachment/15975.pdf
https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/attachment/15975.pdf
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https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/attachment/15976.pdf
https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/attachment/15984.pdf
https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/attachment/15984.pdf
https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/attachment/15978.pdf
https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/attachment/15978.pdf
https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/attachment/15979.pdf
https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/attachment/15979.pdf
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申立書 ［PDF］ ※申請者と再建住宅の契約者が異なる場合

https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/attachment/15980.pdf

●補助金の額が確定し、交付請求するとき

交付請求書［PDF］

https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/attachment/15981.pdf

次ページへ続きます

浜通り×さんじょうライフvol.5448

問い合わせ 住宅水道課 住宅係 0240-34-0232TEL

ヒトパピローマウイルス感染症予防接種の積極的勧奨が再開されます

4月26日HP更新

双葉町からのお知らせ

令和4年4月から、ヒトパピローマウイルス感染症予防接種の個別勧奨が再開されます。

今年度については現中学1年生～高校1年生相当の女子の皆さんを対象とし、通知を4

月中に発送します。

現在小学校6年生の女子は令和5年4月に発送予定です。

また接種機会を逃した方（平成９年度から平成１７年度生まれの女子）に対して、公平

な接種機会を確保するため、「キャッチアップ接種」を実施します。キャッチアップ接種

の詳細は今後ホームページに掲載するとともに、対象者には５月以降にご案内を送付する

予定です。

ヒトパピローマウイルス感染症予防接種（HPVワクチン）について

HPVワクチンは、HPVの感染を防ぐことで、子宮頸がんの罹(り)患を予防します。

HPVワクチンは、子宮頸がんの原因の50％～70％を占める2つのタイプ（HPV16

型と18型）のウイルスの感染を防ぐ効果があります。

ワクチンで防げないHPV感染もあるため、20歳以上の方は、定期的に子宮頸がん検

診を受けることが大切です。

子宮頸がんについて

日本では毎年1.1万人が罹(り)患し、約2,900人が亡くなっています。

若い女性に多く発症し、40歳までの女性のがん死亡の第2位となっています。

ほとんどの子宮頸がんはHPV（ヒトパピローマウイルス）への感染が原因です。

https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/attachment/15980.pdf
https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/attachment/15980.pdf
https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/attachment/15981.pdf
https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/attachment/15981.pdf
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これまでの経緯について

HPVワクチンは平成25年4月から予防接種法に基づく定期接種となりましたが、接種

後にワクチンとの因果関係が否定できない持続的な痛みなどの報告が続いたため、厚生労

働省の審議会で「国民に適切な情報提供ができるまでの間、定期接種を積極的に勧奨すべ

きではない」とされました。

令和3年11月、最新の知見を踏まえ、改めてHPVワクチンの安全性について特段の懸

念が認められないことが確認され、接種による有効性が副反応のリスクを明らかに上回る

と認められました。

接種対象者

小学校6年生～高校1年生相当の女子

※ 接種をお勧めする年齢（標準的な接種時期）は中学1年生

ワクチンの種類、接種方法など

※ 接種はいずれか一方のワクチンで、3回とも同じワクチンを接種してください。

費用

無料

接種に必要なもの

予診票

母子健康手帳

健康保険証

医療機関

福島県内の医療機関

※ 県外の方は、それぞれの自治体に問い合わせてください。

副反応

注射部位の疼痛（83～99％）、発赤（30～88％）、および腫脹（25～79％）など

の局所反応と、軽度の発熱（5～6％）、倦怠感などの全身反応がありますが、多くは一

過性で回復をしています。

次ページへ続きます

ワクチン名
サーバリックス

（２価ワクチン）
ガーダシル

（４価ワクチン）

説 明

子宮頸がんの主な原因となる
HPV-16型と18型に対するワ
クチン

HPV-16型と18型に加え、尖
圭コンジローマという病気の原
因となる6型と11型に対する
ワクチン

接種間隔と回数
初回接種の1カ月後に2回目、
6カ月後に3回目（計3回）

初回接種の2カ月後に2回目、
6カ月後に3回目（計3回）

9浜通り×さんじょうライフvol.544 
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予防接種後に血管迷走神経反射として失神があらわれることがあるので、注射後は介助

で移動し、30分間は立ち上がらず座って様子をみてください。接種後、1週間くらいは

副反応の出現に注意しましょう。 接種局所のひどい腫れ、高熱、ひきつけなどの症状が

あったら、医師の診察を受けてください。

保護者の方へ

これまでお子さまの予防接種の実施に当たっては、保護者の同伴が必要となっていまし

たが、13歳以上（中学1年生～高校1年生（満16歳以上の者を除く））の方へのヒトパ

ピローマウイルス感染症の予防接種については、事前に副反応や救済制度、接種に当たっ

ての注意事項を理解し、予診票に署名をすることで、保護者が同伴しなくても予防接種を

受けることができるようになりました。

※「保護者が同伴しない場合の説明書及び予診票」は町のHPからダウンロードするか、

または電話で請求してください。

浜通り×さんじょうライフvol.54410

接種する前に必ずお読みください

厚生労働省作成リーフレット

「小学校6年～高校1年相当の女の子と保護者の方へ大切なお知らせ」

（詳細版）［PDF］

https://www.town.fukushima-futaba.lg.jp/secure/13932/リーフレット詳細版.pdf

厚生労働省作成リーフレット

「小学校6年～高校1年相当の女の子と保護者の方へ大切なお知らせ」

（概要版）［PDF］

https://www.town.fukushima-futaba.lg.jp/secure/13932/リーフレット概要版.pdf

厚生労働省作成リーフレット「接種後の注意について」［PDF］

https://www.town.fukushima-futaba.lg.jp/secure/13932/リーフレット接種後の注意.pdf

※ さらに詳しく知りたい方

HPVワクチンQ&A（厚生労働省）

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou/hpv_qa.html

問い合わせ 健康福祉課 健康づくり係 予防接種担当 0246-84-5205TEL

https://www.town.fukushima-futaba.lg.jp/secure/13932/%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%88%E8%A9%B3%E7%B4%B0%E7%89%88.pdf
https://www.town.fukushima-futaba.lg.jp/secure/13932/%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%88%E8%A9%B3%E7%B4%B0%E7%89%88.pdf
https://www.town.fukushima-futaba.lg.jp/secure/13932/%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%88%E6%A6%82%E8%A6%81%E7%89%88.pdf
https://www.town.fukushima-futaba.lg.jp/secure/13932/%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%88%E6%A6%82%E8%A6%81%E7%89%88.pdf
https://www.town.fukushima-futaba.lg.jp/secure/13932/%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%88%E6%8E%A5%E7%A8%AE%E5%BE%8C%E3%81%AE%E6%B3%A8%E6%84%8F.pdf
https://www.town.fukushima-futaba.lg.jp/secure/13932/%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%88%E6%8E%A5%E7%A8%AE%E5%BE%8C%E3%81%AE%E6%B3%A8%E6%84%8F.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou/hpv_qa.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou/hpv_qa.html


事業者名 住所 電話番号 検査対応時間

検査方法

PCR
検査

抗原
定性
検査

ウエルシア薬局
三条新保店

新保三百刈

147-1
36-8705

月～金 9:30～14:00、15:00～19:30 
土 9:30～14:00、15:00～17:30
日・祝 対応不可

〇 〇

ウエルシア薬局
三条東本成寺店

東本成寺

21-28
36-7602

月～金 9:00～14:00、15:00～19:00
土 9:00～14:00
日・祝 対応不可

〇 〇

ウエルシア薬局
三条保内店

下保内

1050-1
39-6151

月～金 10:00～14:00、15:00～19:00
土・日・祝 対応不可 〇 〇

ウエルシア薬局
新潟三条店

西裏館
2-11-19

36-0810
月～金 9:30～19:30
土・日・祝 9:30～14:00、

15:00～19:30
〇 〇

クスリのアオキ
三条北薬局

東裏館

3-1-3
47-7731

月～金 9:00～18:00 
土 対応不可
上記以外の時間帯（0256-36-8710)

〇 〇

クスリのアオキ
興野薬局

興野

2-8-22
36-7770

月～金 9:00～18:00
土 対応不可
上記以外の時間帯（0256-36-7707)

〇 〇

クスリのアオキ
西本成寺薬局

西本成寺

1-34-19
31-2100

月～金 9:00～18:00
土 9:00～13:00
上記以外の時間帯（0256-31-1200)

〇 〇

あおば薬局
西大崎
1-10-5

39-7510
月・水・金 9:00～12:00、

14:00～16:00
火・木・土・日・祝 対応不可

× 〇

わかば調剤薬局
東裏館

2-16-18
33-5364

月・火・水・木・金 9:30～17:00 
土 9:30～12:00
日・祝 対応不可

× 〇

塚野目薬局
鶴田
2-1-7

39-2220
月・火・水・金 13:30～15:00
木・土・日・祝 対応不可

× 〇

メッツ嵐南薬局
東本成寺
20-18

33-8811
水 14:00～18:00
月・火・木・金・土・日・祝 対応不可

× 〇

さくら調剤薬局
島田
2-8-11

33-9344
木 9:00～12:00
月・火・水・金・土・日・祝 対応不可

× 〇

メッツ薬局
東本成寺

12-41
31-2281

木 8:30～18:30
月・火・水・金 13:00～15:00
土・日・祝日 対応不可

× 〇

三条市内でＰＣＲ検査・抗原定性検査が受けられる民間薬局等
4月11日現在

次ページへ続きます

11浜通り×さんじょうライフvol.544 



市町村名 世帯数 人数

小高区 15 37

原町区 3 3

南相馬市 計 18 40

浪江町 3 10

双葉町 1 3

郡山市 5 9

合 計 27 62

三条市に避難している
世帯数と人数(2022.4.27現在）

発行/三条市総務部政策推進課 三条市旭町二丁目３番１号
Tel 0256-34-5511

浜通り×さんじょうライフvol.54412

避難先住所等の届け出について

東日本大震災に伴い避難されている方で、次のような場合は、

全国避難者情報システム（避難者名簿）に登録されている内容を

変更する必要がありますので、ご連絡ください。

・転居したので住所が変わった（変わる予定である）

・家族構成が変わった（子が進学などで転出、帰還した家族がい

るなど）

・避難生活が終了した（避難の意思を有しなくなった）

連絡先
三条市 福祉課 福祉・公営住宅係

0256-34-5405TEL

事業者名 住所 電話番号 検査対応時間

検査方法

PCR
検査

抗原
定性
検査

しなの薬局
三条店

大野畑

6-18-6
33-6230

月・水・金 9:00～18:00
火 15:00～18:00
木・土・日・祝 対応不可

× 〇

林町薬局
林町

1-19-25
32-5421 月・火・水・金 15:00～15:30 × 〇

ドラッグトップス
西本成寺薬局

西本成寺
2-12-30

36-2500
月～金 9:00～15:00
土・日・祝 対応不可 × 〇

アイン薬局
西裏館店

西裏館
1-9-41

46-0101
月・火・水・金 13:00～15:00
事前に電話予約

× 〇

三条興野薬局
興野
1-14-34

31-2505 月・火・水・金 14:00～15:00 × 〇

アイン薬局
三条大島店

大島
5126-1

33-3110 火・水・木 15:00～16:00 × 〇

個別指導塾
スタンダード
東三条教室

旭町
2-11-17
大和ビル102

0120-
747-818

月～金 10:00～16:00
日 10:00～17:00

〇 ×

三条市内でＰＣＲ検査・抗原定性検査が受けられる民間薬局等
（つづき）


